




信用保証を利用する中小企業には
こんなメリットがあります。

県内に事業所、住所もしくは居所を有する中小企業の方で、常時使用する従業員または
資本金のいずれか一方が次に該当していれば対象となります。

ご注意
※保証申込には審査がございます。審査の結果お客様のご希望に添えないこともあります。
※金融あっせん屋等の第三者が介入した保証申込は固くお断りします。※反社会的勢力とは取引いたしません。

◎ご利用いただける中小企業の方

※ほとんどの業種が対象となりますが、農業・林業・漁業、性風俗関連特殊営業、その他一部の業種は対象となりません。
　許認可等が必要な事業を営んでいる場合は、その許認可等を受けていることが必要です。
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製造業など（建設業・運送業・不動産業を含む）

卸売業

小売業・飲食業

サービス業

医業を主たる事業とする法人

3億円以下

1億円以下

5千万円以下

5千万円以下

ー

業　種 資本金 従業員数

300人以下

100人以下

50人以下

100人以下

300人以下

メリット

1

3
4

2
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無担保でのご利用が可能です。
不動産担保に過度に依存しない保証の推進に努めています。

原則、第三者保証人は不要です。
さらに、経営者保証を不要とする取扱いもあります。

金融機関からの借り入れ枠の拡大が図れます。
取引金融機関のプロパー融資と保証付き融資とを併用することで借り入れ枠の拡大が図れます。

ニーズに応じた各種保証制度をご利用いただけます。
お客様の様々な資金ニーズに応じた保証制度をご用意しております。
また貸出金利等が優遇された県・市町の融資制度もご利用いただけます。

幅広いご相談にお応えします。
お気軽にご相談いただくことができる公的機関です。
関係機関の紹介をはじめ、関係機関とのネットワークを活かし、幅広いご相談にお応えします。





現在お取引のある金融機関か直接当協会の窓口にご相談ください。
ご相談は無料です。

保証利用に際して、当協会が中小企業の皆さまからいただくのは『信用保証料』だけです。
金融機関から融資を受けるまでは一切かかりません。
また、融資実行後も金融・経営相談を無料でご利用いただけます。
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申込書類、決算書に基づき審査を行います。
必要に応じて営業場所を訪問し、お話を伺うこともあります。

信用保証の

信用保証協会を利用したいのですが、どうすればよいですか？

信用保証協会を利用するには費用がかかりますか？

信用保証を申し込んだ後、どのような審査がありますか？

Q A
Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

もっと教えて！

創業されたばかりの方はもちろん、これから創業される方もお申込みいただけます。
当協会では保証メニューに「創業関連保証」もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

事業をはじめたばかりなのですが、信用保証の申込はできますか？Q4

A4

当協会の本支店で、中小企業者様のお悩みを解決するための無料経営相談を毎日実施しています。
特に、毎週木曜日は受付時間を19時まで延長してご相談にお応えします。

ご相談には、中小企業診断士の資格を有する職員や
経験豊富な職員がお応えしますので、お気軽にご相談ください。

無料経営相談を毎日実施中




